
 

 

4.14.14.14.1運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について    

 

 

 日本郵便（株）信越支社 郵便・物流オペレーション部は、本日（3月 24日）「4.1

運送施設の改正」について、地方本部に説明してきました。 

 

表記概要は、航空会社の都合、2 月 2 日・28 日臨時変更分の既定化および、要員都 

合ならびに、土曜休配にともない運送便を改正するものです。 

 

 

 １．改正運行開始日 

   2022 年 4 月 1 日（金） 

 

 ２．改正路線等 

   新潟地域内 1 路線、長野東地域内 2 路線、松本南地域内 1 路線、小出地域内 1

路線。なお、調整内容の詳細および、ダイヤグラムについては、支社資料参照。 

 

 ３．輸送情報システムの変更 

   既定便における登録変更は、支社において実施する。 

 

 ４．その他 

   今後の状況をみながら、変更もありえるとしています。 

   なお、この件の実施に伴う要員措置および、服務表の改正はありません。 

 

 

【労使対応】  情報提供 

 

以上 
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